
東広島市長　髙垣 德

18300023

平成30年度 奥条・串ケ平コミュニティホーム屋根等修繕

平成３０年 ８月２４日

契約締結日の翌日から平成３０年１２月２８日まで

入札公告
　次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公
告する。
　この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事
項及び同細則による。

１　　入札に付する事項

非公表

物品調達等及び委託役務

（１）　物品・委託役務の名称

（２）　物品・委託役務管理番号

（３）　物品委託役務内容

（４）　納入・履行期間

（５）　納入・履行（就業）場所

（６）　予定価格

（７）　最低制限価格

（８）　入札方式

（９）　入札区分

（10）　使用する契約約款

（11）　契約種別

（12）　収入印紙

なし

２　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 平成29年1月1日～平成32年12月

31日までの東広島市物品役務等
競争入札参加資格として次の入
札参加資格認定区分の認定を受
けている者
法令等による登録等イ

技術者ウ

総価契約

問わないものとする。

修繕＞備品・施設<小規模>修繕 建築類

問わないものとする。

奥条・串ケ平コミュニティホーム

オ

エ

その他

※本店とは、法人にあっては登記されて
いる本店とし、個人事業者にあっては営
業活動の本拠を置いている場所とする。
※営業所とは、法人においてその所在す
る市（町）の法人市（町）民税の申告の
ある営業所とする。

カ 平成29年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件一般競争入 札公告共通事項」の
2（1）のいずれにも該当しないこと。

奥条・串ケ平コミュニティホームの外壁劣化部補修、棟瓦（本棟、角棟）の巻き替え、床の
張り替え等を行うもの。

東広島市内に本店を有する者。営業所等所在地

要

一般競争入札

会社の履行実績

なし

３　その他の入札条件

修繕請負契約約款

問わないものとする。

紙入札



平成３０年 ９月１３日
午前１０時００分

　生活環境部　地域づくり推進課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　

(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間

(午前 8時30分～午後 5時15分)

入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出

（１）提出書類

書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書

提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成３０年 ８月３１日

平成３０年 ９月 ５日～
平成３０年 ９月１３日
平成３０年 ９月１１日～
平成３０年 ９月１２日

　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

無

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館１階）
　電話番号　082-420-0924／ファックス番号　082-423-0270

平成３０年 ８月２４日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成３０年 ８月２４日

平成３０年 ８月２４日～
平成３０年 ９月１３日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



平成３０年度奥条・串ケ平コミュニティホーム屋根等修繕仕様書 

 

１ 業 務 名：平成３０年度奥条・串ケ平コミュニティホーム屋根等修繕 

（以下「本修繕」という。） 

 

２ 履行場所：奥条・串ケ平コミュニティホーム 

 

３ 履行期間：契約締結日の翌日から平成３０年１２月２８日まで 

 

４ 概  要 

（１）外壁修繕に係る仮設足場を設置する。 

（２）外壁のひび割れ部について、Ｕカット工法を用いて補修を行う。 

外壁材はがれのある部分についてはセメント系下地材を用いて補修を行う。 

外壁全面に塗装を施す（高圧洗浄し、下塗り１回、上塗り２回）。 

（３）棟瓦（本棟、隅棟）の巻き替え、軒天の剥がれ部分３箇所釘留め（別紙２を参照）。 

（４）集会室の既設畳及び床材（２８畳分）を撤去し、フロア張りを行う。 

集会室押入れ部の既設床材を撤去し、ラワンベニヤを新たに貼り付ける。 

（５）集会室の間仕切りにはめ込んである欄間ガラスを全て撤去する。 

 

５ 仕様材料、数量等 

  別紙１「奥条・串ケ平コミュニティホーム屋根等修繕設計書」のとおり。 

 

６ 作業位置図 

  別紙２「修繕箇所図」及び別紙３「現況写真」のとおり。 

 

７ 使用材料の仕様及び作業上の注意等 

（１）使用材料に添付の取扱説明書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が

制定した平成２８年版公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１２章「木工事」、１３章「屋

根及びとい工事」、１９章内装工事、及び平成２８年版公共建築改修工事標準仕様書（建築

工事編）３章「防水改修工事」、６章「内装改修工事」に定めるところによる。 

（２）設計書に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・

性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。 

（３）本修繕は、関係する法令等を遵守して実施すること。 

（４）本修繕において必要となる電気、水道用水は受注者が用意すること。ただし、履行場所

にある設備を有償で使用できるものとし、使用に係る費用の負担は受注者が負担するもの

とする。 

（５）電気、水道用水の使用にかかる費用については、作業期間における実費弁償分を求める

こととし、詳細については受注者、発注者及び施設管理者の三者で協議のうえ、決定する。 

 



８ 事前見学等 

  修繕対象施設の事前見学は、事前に申し出た上で、平成３０年８月３０日までに発注者が

認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認

めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出する

こととする。（質問書提出期限：平成３０年８月３１日） 

 

９ その他 

（１）本修繕の実施期間中、履行場所付近の住民の安全に十分配慮すること。 

（２）本修繕の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。 

（３）受注者は、本修繕の実施にあたり修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第１１条に

より修繕実施責任者を定めて発注者に通知すること。 

（４）本修繕において、履行場所に備付けの備品等の用具を使用したいときは、事前に発注者

の承諾を得ること。また、承諾を受けてこれを使用する際は丁寧に取り扱うこと。 

（５）本修繕では、作業員の安全に十分配慮すること。 

（６）本修繕の実施にあたっては、原材料の包装紙等を散在させること等のないよう配慮し、

衛生的な作業環境の維持に努めること。また、火気の取り扱いに注意すること。 

（７）本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示のあっ

たものを除いて受注者の責任において適切に処分すること。 

（８）修繕の各実施段階において、作業前・作業後の写真撮影を行い、作業記録として修繕完

了後に提出すること。ただし、発注者が指示した場合は本修繕の完了前であっても写真の

提出に応じること。 

（９）本修繕に係る瑕疵担保責任は約款に定めるとおりとし、修繕に関わる製品等のメーカー

保証書を提出すること。 

（10）本修繕にあたり、建物又は備品等を損傷したときは、受注者の責任と負担により復旧す

ること。 

（11）本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなったとき

は、速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと復旧すること。 

（12）発注者は、東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団の排除に関する要綱（平成

２１年東広島市訓令第４７号。以下「暴力団排除要綱」という。）に定める事項を遵守した

履行管理を行うので、受注者は、暴力団排除要綱第５条に定める不当介入を受ける等の事

態となったときは、速やかに発注者に報告すること。 

（13）本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷惑を防

止するために必要な措置をとること。 

 

１０ 問い合わせ先 

（１）発注担当課 

   生活環境部 地域づくり推進課 地域活動支援係  

   東広島市西条栄町８番２９号 

   電話  ０８２－４２０－０９２４ 

   ＦＡＸ ０８２－４２３－０２７０ 



（２）修繕対象施設 

   奥条・串ケ平コミュニティホーム 

   東広島市河内町中河内１４３９番地７ 



1

修繕名

施 行 主 体

業 務 施 行 箇 所

東広島市

広島県東広島市河内町中河内１４３９番地７

平成３０年度奥条・串ケ平コミュニティホーム屋根等修繕

コミュニティ推進事業　設計書



内訳 2

名称 数量 単位 金額

外壁修繕 1 式

屋根修繕 1 式

和室修繕 1 式

仮設 1 式

諸経費 1 式

小計

消費税 8%

合　　計

備考



外壁修繕 3

名称 数量 単位 単価 金額

ひび割れ部処理

　　ひび割れ部Ｕカット 3.0 ｍ

　　シーリング材打設 3.0 ｍ

　　Ｕカット部埋戻し 3.0 ｍ ポリーマーセメントモルタル

壁面劣化部補修 3.0 ㎡ セメント系下地調整材

壁面高圧洗浄 87.3 ㎡

下塗り 87.3 ㎡

上塗り（１回目） 87.3 ㎡

上塗り（２回目） 87.3 ㎡

合　　計

（株）ダイフレックス
ダイヤアクレスフィラー

（株）ダイフレックス
ダイヤパーマルシリコン

（株）ダイフレックス
ダイヤパーマルシリコン

備考



屋根修繕 4

名称 数量 単位 単価 金額

棟瓦の修繕

　　本棟の巻き替え 8.2 ｍ

　　隅棟の巻き替え 24 ｍ

軒天の剥がれ

　　軒天の剥がれ 3 箇所

合　　計

備考

釘による留めつけ

既設瓦再利用

既設瓦再利用



和室修繕 5

名称 数量 単位 単価 金額

和室解体工

　　畳撤去、処分 28 枚

　　床下地解体 50.5 ㎡

　　木くず処分 1.1 ㎡

　　らんまガラス撤去処分 1 式

　　撤去材運搬費 1 式

合　　計

備考



和室修繕 6

名称 数量 単位 単価 金額

和室木工事

　　大引き 11.0 本

　　根太掛け 6.0 本

　　束石 33.0 個

　　束 5.0 本

　　根太タルキ 26.0 本

　　根太タルキ 26.0 本

　　床下断熱材 28.0 枚

　　構造用合板 28.0 枚

　　カラーフロア 14.0 坪

　　押し入れ床張り替え 3.0 枚

　　雑材 1.0 式

　　釘・接着剤 1.0 式

　　労務費 1.0 式

合　　計

参考品質　朝日ウッドテック(株)
エアリス-α　ニューフォルテ　12㎜厚
303×1818

参考品質　ダウ化工(株)
スタイロエース-Ⅱ　3種ｂ
30㎜厚

大工、左官労務費

参考品質
ＮＯＤＡネクシオ12㎜厚
1818×303

捨て張り　12㎜厚
３尺×６尺

備考

参考品質
ラワンベニヤ　タイプＩ　12㎜厚
３尺×６尺



仮設作業 7

名称 数量 単位 単価 金額

外部足場

　　くさび緊結式足場 207 ㎡ Ｈ＝4500ｍｍ

　　メッシュシート 207 ㎡

　　昇降階段 2 基

　　労務費 1 式

合　　計

備考

とび工労務費



別紙２ 修繕箇所図 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 

（４）既設畳を撤去し、フロア張り（緑着色部） 

（５）欄間ガラス撤去（赤線部） 

（４）押入れ部床張替（青着色部） 



 

●屋根伏図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（屋根伏図） 

 

 

（３）本棟巻き替え 

（8.2ｍ） 

（３）隅棟巻き替え 

（6ｍ×4本） 



 

（２）外壁ひび割れ部…青枠部分（ア、イ、ウ、エ、オ） 

（３）軒天剥がれ部…赤枠部分（Ａ、Ｂ、Ｃ） 

灰色部分：軒天 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

ア 

イ 

ウ 

エ オ 



別紙３ 現況写真 

（２）外壁劣化部補修（ひび割れ部合計延長約３ｍ程度） 

 

 

 

ア 

イ 



 

 

ウ 

エ 



 

 

 

オ 



（３）軒天釘留め（剥がれ部分３箇所）

 

 

 

Ｂ 

Ａ 

 



 

 

（３）本棟及び隅棟部の瓦巻き替え 

 

Ｃ 



（４）集会室フローリング化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）押入れ部床張替 

 



（５）集会室欄間ガラス撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一部破損部分あり 


